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　平成29年３月15日（水）に、第28次消防審議会「消
防の広域化及び消防の連携・協力に関する答申」が、同
審議会の田中淳会長から青木信之消防庁長官に対し手交
されました。

第28次消防審議会
「消防の広域化及び消防の連携・
協力に関する答申」 総務課

はじめに　－答申の手交－1

答申に至る経緯及び答申の位置付け2

　第28次消防審議会においては、平成28年５月23日に、
「人口減少や災害の多様化等社会環境の変化に対応し、
必要となる消防力を維持していくための消防体制のあり
方等」について、消防庁長官から諮問がなされました。
この諮問を受け、同審議会においては、常備消防の体制
の整備・確立について４回の議論が行われ、今回答申と
して取りまとめられたものです

　本記事では、この答申にいたる経緯や内容等について
御紹介します。
　なお、答申の全文については、消防庁ホームページ
（http://www.fdma.go.jp/neuter/about/toshin/
h28/280315_kouikika_renkei_kyouryoku_toushin.
pdf）に掲載しております。

第２８次消防審議会の概要
１．諮問事項

人口減少や災害の多様化等社会環境の変化に対応し、必要となる消防力を維持していくための消防体制の
あり方等について、意見を示されたい。

３．審議の状況

○委員
相川 康子 （ＮＰＯ政策研究所専務理事）
青山 佳世 （フリーアナウンサー）
沖山 仁 （一般社団法人東京都消防協会会長）
奥山 恵美子（仙台市長）
片田 敏孝 （群馬大学大学院理工学府教授）
重川 希志依 （常葉大学大学院環境防災研究科長）※（会長代理）

２．消防審議会委員・専門委員

○専門委員
秋本 敏文 （公益財団法人日本消防協会会長）
小川 和久 （静岡県立大学特任教授）
関澤 愛 （東京理科大学大学院国際火災科学研究科教授）

第１回
（H28/5/23）

第２回
（ 6/24 ）

第３回
（11/22）

第４回
（H29/2/16）

答申
（3/15）

・諮問

・今後の消防体制のあり方
に関する論点案について説
明

・消防の広域化等に係る取
組事例について

・消防需要の見通し等につ
いて

・消防の連携・協力に係る取
組事例について
・消防の広域化及び連携・協
力に関する答申素案につい
て

・消防の広域化及び連携・協力
に関する答申案について

高橋 淳 （全国消防長会会長）
田中 淳 （東京大学総合防災情報研究センター長・教授）※（会長）
千葉 とき子（岩手県婦人消防連絡協議会会長）
辻 琢也 （一橋大学大学院法学研究科教授）
松本 吉郎 （公益社団法人日本医師会常任理事）
和合 アヤ子（福島県商工会議所連合会理事）

浜本 憲一 （都道府県消防防災・危機管理部局長会会長）
山本 保博 （一般財団法人救急振興財団会長）

※今後の審議会における諮問・
審議予定については検討中

http://www.fdma.go.jp/neuter/about/toshin/h28/280315_kouikika_renkei_kyouryoku_toushin.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/about/toshin/h28/280315_kouikika_renkei_kyouryoku_toushin.pdf
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　（４）消防の連携・協力の具体例
　　�　消防の連携・協力を実施するに当たっては、地域
の災害特性や消防需要の見通し、地形的な状況等に
ついて把握分析しながら、関係する市町村において
以下の具体例を参考に積極的な検討を実施していく
ことが必要である。

　　・指令の共同運用
　　・消防用車両の共同整備
　　・境界付近における消防署所の共同設置
　　・�高度・専門的な違反処理や特殊な火災原因調査等

の予防業務における消防の連携・協力
　　・専門的な人材育成の推進
　　・応援計画の見直し等による消防力の強化

○　消防の広域化の更なる推進
　消防の広域化は、消防力の確保・充実のための方策と
して極めて有効手段であり、今後とも、消防体制の整備・
確立の手段として、最も有効なものとして推進していく
ことが重要である。

答申を踏まえた消防庁の対応4

　消防庁では本件答申を受け、平成29年４月１日付け
で消防庁長官から各都道府県知事宛て通知を発出したと
ころです。（通知の内容については、後述「消防の連携・
協力の推進に関する基本的な指針（通知）」を御参照く
ださい。）

答申における主な提言事項3

○　消防をとりまく課題とその対応方策
　人口減少社会においても大規模地震、豪雨災害、火山
災害、テロ災害や市街地における大規模な火災等の複雑
化・多様化する災害に適切に対応していくためには、人
的・財政的な資源を有効活用し、将来にわたって持続可
能な消防体制の整備・確立していくことが必要である。
常備消防については、社会経済情勢の変化、各般の技術
の進展等に応じて、より高度・専門的な活動を実施でき
るようにしていかなければならない。

○ 　消防の連携・協力の推進
　（１）消防の連携・協力の推進の必要性等
　　�　直ちに広域化を進めることが困難な地域において
も必要となる消防力を確保・充実していくため、消
防事務の性質に応じて事務の一部について連携・協
力を推進することが必要である。

　（２）消防の連携・協力の推進方策
　　�　消防の連携・協力を推進するため、消防の連携・
協力の実施主体となる市町村、都道府県及び国はそ
れぞれ以下の役割を果たすことが求められる。

　　・�市町村は消防の連携・協力を行おうとするときは、
円滑な実施を確保するための計画を作成すること

　　・�都道府県は、管内の市町村の消防の連携・協力の
取組について必要な調整を行うこと

　　・�国は市町村の連携・協力実施計画の作成に関し基
本的な指針の明示や地方財政措置による支援を行
うこと

　（３）推進期間
　　�　消防の連携・協力に係る積極的な取組を促す観点
から、推進期間を設けて取り組むことが必要であり、
推進期間については、消防の広域化の推進期間も踏
まえ、平成29年４月１日から平成35年４月１日ま
での６年間とすることが適当である。

問合わせ先
　消防庁総務課　諏訪、野崎、中居
　TEL: 03-5253-7506


